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「法令の要点」の正誤表 

 

 ページ 誤 正 

3.3.3 保安教育計画

の基準 

43 ６ 熟練従業者については、第 4 項の

規定によるほか、その者が当該火薬

類の販売若しくは貯蔵又はこれらに

附随する取扱いに従事する前に保安

教育を施さなければならない。 

６ 未熟練従業者については、第 4 項

の規定によるほか、その者が当該火

薬類の販売若しくは貯蔵又はこれら

に附随する取扱いに従事する前に保

安教育を施さなければならない。 

 


